
ソ
ル

ベ
ン

シ
ー

・
マ

ー
ジ

ン
比

率
の

算
出

基
準

の
見

直
し

担
当

部
局

平
成

2
1
年

1
2
月

2
8
日

法
令

の
名

称
・

関
連

条
項

と
そ

の
内

容

代
替

案

（
遵

守
費

用
）

（
行

政
費

用
）

（
そ

の
他

の
社

会
的

費
用

）
マ

ー
ジ

ン
参

入
の

厳
格

化
を

行
わ

な
い

こ
と

は
、

負
債

で
あ

る
責

任
準

備
金

の
一

部
（

保
険

料
積

立
金

等
余

剰
部

分
）

を
無

制
限

に
マ

ー
ジ

ン
算

入
す

る
こ

と
に

な
り

、
実

態
以

上
に

ソ
ル

ベ
ン

シ
ー

・
マ

ー
ジ

ン
比

率
が

増
加

し
、

昨
年

1
0
月

の
大

和
生

命
の

破
綻

の
教

訓
が

生
か

さ
れ

な
い

こ
と

か
ら

、
ソ

ル
ベ

ン
シ

ー
・

マ
ー

ジ
ン

比
率

に
対

す
る

保
険

契
約

者
の

信
頼

回
復

に
繋

が
ら

ず
、

も
し

、
そ

の
ま

ま
の

状
態

を
放

置
す

れ
ば

、
保

険
業

界
全

体
の

信
頼

性
が

よ
り

損
な

わ
れ

る
と

い
っ

た
悪

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

。

代
替

案
の

場
合

規
制

上
の

リ
ス

ク
計

測
が

厳
格

化
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

保
険

会
社

の
リ

ス
ク

感
応

度
が

高
ま

り
、

リ
ス

ク
管

理
の

強
化

・
高

度
化

に
繋

が
る

。

リ
ス

ク
係

数
の

信
頼

水
準

を
9
5
％

に
引

き
上

げ
る

も
の

の
、

マ
ー

ジ
ン

算
入

の
厳

格
化

は
行

わ
な

い
。

代
替

案
の

場
合

本
案

に
同

じ

本
案

に
同

じ

規
制

の
便

益

保
険

会
社

が
新

し
い

算
出

方
法

を
社

員
に

対
し

て
周

知
す

る
た

め
の

研
修

費
等

の
事

務
費

用
及

び
新

し
い

算
出

方
法

に
対

応
す

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

対
応

費
用

等
の

負
担

が
生

じ
る

。

新
し

い
算

出
方

法
を

当
局

職
員

に
対

し
て

周
知

す
る

た
め

の
研

修
費

等
の

事
務

費
用

及
び

新
し

い
算

出
方

法
に

対
応

す
る

た
め

の
シ

ス
テ

ム
対

応
費

用
等

の
負

担
が

生
じ

る
。

特
に

無
い

。

便
益

の
要

素

経
済

価
値

ベ
ー

ス
で

の
ソ

ル
ベ

ン
シ

ー
評

価
の

導
入

時

ソ
ル

ベ
ン

シ
ー

・
マ

ー
ジ

ン
比

率
の

算
出

基
準

等
に

関
す

る
検

討
チ

ー
ム

「
ソ

ル
ベ

ン
シ

ー
・

マ
ー

ジ
ン

比
率

の
算

出
基

準
等

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
9
年

４
月

３
日

公
表

）

本
案

と
現

行
を

比
べ

た
場

合
、

費
用

に
つ

い
て

は
本

案
の

方
が

シ
ス

テ
ム

対
応

費
用

等
の

負
担

が
生

じ
る

も
の

の
、

便
益

に
つ

い
て

は
本

案
の

方
が

ソ
ル

ベ
ン

シ
ー

・
マ

ー
ジ

ン
比

率
に

対
す

る
保

険
契

約
者

の
信

頼
性

の
向

上
及

び
リ

ス
ク

管
理

の
高

度
化

が
促

さ
れ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

こ
の

よ
う

な
便

益
の

増
加

は
、

ひ
い

て
は

保
険

会
社

の
信

頼
性

向
上

に
つ

な
が

る
も

の
で

あ
り

、
新

た
な

遵
守

費
用

や
行

政
費

用
の

発
生

と
い

う
マ

イ
ナ

ス
の

効
果

を
上

回
る

と
考

え
ら

れ
る

。
ま

た
、

本
案

と
代

替
案

を
比

べ
た

場
合

、
シ

ス
テ

ム
対

応
費

用
等

に
差

異
は

な
い

も
の

の
、

便
益

に
つ

い
て

は
本

案
の

方
が

負
債

で
あ

る
責

任
準

備
金

の
一

部
（

保
険

料
積

立
金

等
余

剰
部

分
）

に
対

し
て

マ
ー

ジ
ン

の
算

入
制

限
を

行
う

こ
と

か
ら

、
よ

り
保

険
会

社
の

実
態

を
現

し
た

ソ
ル

ベ
ン

シ
ー

・
マ

ー
ジ

ン
比

率
と

な
り

、
ソ

ル
ベ

ン
シ

ー
・

マ
ー

ジ
ン

比
率

に
対

す
る

保
険

契
約

者
の

信
頼

性
が

向
上

す
る

。
さ

ら
に

、
代

替
案

に
つ

い
て

は
、

過
去

の
破

綻
事

例
の

教
訓

が
生

か
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

ソ
ル

ベ
ン

シ
ー

・
マ

ー
ジ

ン
比

率
に

対
す

る
保

険
契

約
者

の
信

頼
回

復
に

繋
が

ら
ず

、
も

し
、

そ
の

ま
ま

の
状

態
を

放
置

す
れ

ば
、

保
険

業
界

全
体

の
信

頼
性

が
よ

り
損

な
わ

れ
る

と
い

っ
た

悪
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

以
上

よ
り

、
代

替
案

よ
り

本
案

が
優

る
と

考
え

ら
れ

る
。

マ
ー

ジ
ン

算
入

の
厳

格
化

や
、

リ
ス

ク
係

数
の

算
出

の
基

礎
と

な
る

デ
ー

タ
を

最
近

の
金

融
市

場
実

態
に

適
合

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
ソ

ル
ベ

ン
シ

ー
・

マ
ー

ジ
ン

比
率

に
対

す
る

信
頼

性
の

向
上

が
図

ら
れ

る
。

ま
た

、
本

案
に

よ
り

、
規

制
上

の
リ

ス
ク

計
測

が
厳

格
化

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
保

険
会

社
の

リ
ス

ク
感

応
度

が
高

ま
り

、
リ

ス
ク

管
理

の
強

化
・

高
度

化
に

繋
が

る
。

備
考

レ
ビ

ュ
ー

を
行

う
時

期
又

は
条

件

有
識

者
の

見
解

そ
の

他
関

連
事

項

政
策

評
価

の
結

果
（

費
用

と
便

益
の

関
係

の
分

析
等

）

規
制

の
事

前
評

価
書

規
制

の
費

用

規
制

の
目

的
、

内
容

及
び

必
要

性
等

評
価

実
施

時
期

政
策

の
名

称

【
内

容
】

リ
ス

ク
量

を
算

出
す

る
際

の
リ

ス
ク

係
数

に
つ

い
て

、
基

礎
デ

ー
タ

を
最

近
の

金
融

市
場

実
勢

に
適

合
さ

せ
る

と
と

も
に

、
信

頼
水

準
を

9
0
％

か
ら

9
5
％

に
引

き
上

げ
を

実
施

す
る

も
の

。
ま

た
、

昨
年

1
0
月

の
大

和
生

命
の

破
綻

や
、

昨
年

秋
以

降
の

金
融

危
機

の
教

訓
等

を
踏

ま
え

、
ソ

ル
ベ

ン
シ

ー
・

マ
ー

ジ
ン

比
率

の
信

頼
性

に
か

か
る

一
層

の
向

上
の

観
点

か
ら

、
マ

ー
ジ

ン
（

資
本

）
算

入
の

厳
格

化
及

び
証

券
化

商
品

、
C
D
S
取

引
、

金
融

保
証

保
険

の
リ

ス
ク

係
数

の
厳

格
化

等
を

実
施

す
る

も
の

。
【

目
的

及
び

必
要

性
】

ソ
ル

ベ
ン

シ
ー

・
マ

ー
ジ

ン
比

率
に

つ
い

て
は

、
保

険
会

社
の

リ
ス

ク
管

理
の

高
度

化
や

財
務

体
質

の
強

化
を

図
る

観
点

か
ら

、
ソ

ル
ベ

ン
シ

ー
・

マ
ー

ジ
ン

比
率

の
算

出
基

準
等

に
関

す
る

検
討

チ
ー

ム
を

設
け

て
見

直
し

の
検

討
が

行
わ

れ
た

。
さ

ら
に

、
昨

年
1
0
月

の
大

和
生

命
の

破
綻

や
、

昨
年

秋
以

降
の

金
融

危
機

の
教

訓
等

を
踏

ま
え

た
対

応
を

す
る

必
要

が
生

じ
て

い
た

。
し

た
が

っ
て

、
ソ

ル
ベ

ン
シ

ー
・

マ
ー

ジ
ン

比
率

に
対

す
る

よ
り

一
層

の
信

頼
性

の
向

上
を

図
る

た
め

に
、

マ
ー

ジ
ン

の
算

入
及

び
リ

ス
ク

測
定

の
厳

格
化

を
図

る
必

要
が

あ
る

。

費
用

の
要

素

保
険

業
法

施
行

規
則

第
6
6
条

、
第

7
9
条

の
２

、
第

8
0
条

、
第

8
6
条

、
第

8
7
条

、
第

1
6
1
条

、
第

1
6
2
条

、
第

1
9
0
条

平
成

8
年

大
蔵

省
告

示
第

5
0
号

金
融

庁
監

督
局

保
険

課
電

話
番

号
：

0
3
-
3
5
0
6
-
6
0
0
0
（

内
線

3
4
3
1
）

e
-
m
a
i
l
：

R
I
A
@
f
s
a
.
g
o
.
j
p

想
定

さ
れ

る
代

替
案

金融01

- 109 -

011927
長方形



コ
ー

ポ
レ

ー
ト
・

ガ
バ

ナ
ン

ス
の

強
化

に
向

け
た

開
示

の
充

実

担
当

部
局

平
成

2
2
年

2
月

1
2
日

法
令

の
名

称
・
関

連
条

項
と

そ
の

内
容

想
定

さ
れ

る
代

替
案

（
遵

守
費

用
）

（
行

政
費

用
）

（
そ

の
他

の
社

会
的

費
用

）

対
象

企
業

に
お

い
て

は
、

現
在

で
も

可
決

要
件

を
満

た
す

根
拠

と
な

っ
た

事
項

の
確

認
（

例
え

ば
、

事
前

行
使

分
の

み
で

過
半

数
と

な
っ

た
こ

と
や

事
前

行
使

分
及

び
大

株
主

に
よ

る
当

日
行

使
分

（
代

理
権

行
使

含
む

。
）

を
集

計
し

た
結

果
、

過
半

数
と

な
っ

た
こ

と
等

）
は

行
っ

て
お

り
、

新
規

の
費

用
負

担
は

特
段

発
生

し
な

い
。

な
お

、
法

定
開

示
書

類
で

あ
る

臨
時

報
告

書
の

作
成

に
要

す
る

費
用

は
発

生
す

る
。

法
定

開
示

書
類

で
あ

る
臨

時
報

告
書

の
受

理
業

務
に

係
る

行
政

費
用

が
発

生
す

る
。

特
段

の
社

会
的

費
用

は
発

生
し

な
い

。

便
益

の
要

素

規
制

の
事

前
評

価
書

規
制

の
費

用

規
制

の
目

的
、

内
容

及
び

必
要

性
等

評
価

実
施

時
期

政
策

の
名

称

代
替

案
の

場
合

【
内

容
】

臨
時

報
告

書
の

記
載

内
容

と
し

て
、

株
主

総
会

に
お

け
る

各
議

案
ご

と
の

議
決

権
行

使
結

果
（

得
票

数
等
）

を
追

加
す

る
。

そ
の

際
、

賛
成

等
の

議
決

権
数

に
株

主
総

会
に

出
席

し
た

株
主

の
議

決
権

数
の

一
部

を
加

算
し

な
か

っ
た

場
合

に
は

そ
の

理
由

（
可

決
要

件
を

満
た

す
根

拠
と

な
っ

た
事

項
（

例
え

ば
、

事
前

行
使

分
の

み
で

過
半

数
と

な
っ

た
こ

と
や

事
前

行
使

分
及

び
大

株
主

に
よ

る
当

日
行

使
分

（
代

理
権

行
使

含
む

。
）

を
集

計
し

た
結

果
、

過
半

数
と

な
っ

た
こ

と
等

）
）

等
の

記
載

を
義

務
付

け
る

。
【

目
的

及
び

必
要

性
】

現
在

、
株

主
総

会
議

案
の

議
決

権
行

使
結

果
に

つ
い

て
は

、
任

意
に

適
時

開
示

す
る

上
場

会
社

も
存

在
す
る

が
開

示
の

程
度

は
様

々
で

あ
り

、
特

に
役

員
選

任
議

案
に

つ
い

て
個

別
の

賛
否

の
票

数
等

は
開

示
さ

れ
な

い
こ

と
が

大
半

で
あ

る
。

ま
た

、
金

融
商

品
取

引
法

上
の

法
定

開
示

に
お

い
て

も
、

株
主

総
会

議
案

の
議

決
権

行
使

結
果

の
公

表
に

つ
い

て
特

段
規

定
さ

れ
て

い
な

い
。

株
主

に
対

す
る

説
明

責
任

を
果

た
す

と
い

う
観

点
か

ら
、

上
場

会
社

等
に

お
け

る
株

主
総

会
の

各
議

案
ご
と

の
議

決
権

行
使

結
果

（
得

票
数

等
）

が
開

示
さ

れ
る

こ
と

は
、

株
主

の
意

思
が

明
確

化
さ

れ
、

ま
た

、
市

場
を

通
じ

た
経

営
陣

に
対

す
る

望
ま

し
い

牽
制

効
果

を
期

待
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

費
用

の
要

素

企
業

内
容

等
の

開
示

に
関

す
る

内
閣

府
令

第
1
9
条

第
２

項

金
融

庁
総

務
企
画

局
企

業
開

示
課

電
話

番
号

：
0
3
-
3
5
0
6
-
6
0
0
0
（

内
線

3
6
6
5
）

e
-
m
a
i
l
：

R
I
A
@
f
s
a
.
g
o
.
j
p

規
制

の
便

益

備
考

レ
ビ

ュ
ー

を
行

う
時

期
又

は
条

件

有
識

者
の

見
解

そ
の

他
関

連
事

項

政
策

評
価

の
結

果
（

費
用

と
便

益
の

関
係

の
分

析
等

）

改
正

後
の

規
定

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
検

討
を

加
え

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

そ
の

結
果

に
基

づ
い

て
所

要
の

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

金
融

審
議

会
金

融
分

科
会

「
我

が
国

金
融

・
資

本
市

場
の

国
際

化
に

関
す

る
ス

タ
デ

ィ
グ

ル
ー

プ
報

告
～

上
場

会
社

等
の

コ
ー

ポ
レ

ー
ト

・
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
強

化
に

向
け

て
～

（
平

成
2
1
年

6
月

1
7
日

）
に

お
い

て
、

コ
ー

ポ
レ

ー
ト

・
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
充

実
に

向
け

た
開

示
制

度
の

充
実

と
し

て
、

上
場

会
社

等
に

よ
る

株
主

総
会

議
案

の
議

決
結

果
の

公
表

が
提

言
さ

れ
て

い
る

。

（
費

用
と

便
益

の
関

係
の

分
析

）
対

象
企

業
に

お
け

る
事

務
負

担
の

増
加

等
の

規
制

の
費

用
が

発
生

す
る

可
能

性
が

あ
る

が
、

開
示

の
充

実
に

よ
り

、
我

が
国

の
上

場
企

業
等

に
お

け
る

コ
ー

ポ
レ

ー
ト

・
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
水

準
が

向
上

し
、

我
が

国
資

本
市

場
に

対
す

る
投

資
者

の
信

頼
が

確
保

さ
れ

る
と

い
っ

た
便

益
を

も
た

ら
す

こ
と

と
な

る
。

こ
の

よ
う

な
規

制
の

便
益

の
増

加
と

い
う

プ
ラ

ス
の

効
果

は
、

規
制

の
費

用
の

増
加

と
い

う
マ

イ
ナ

ス
の

効
果

を
上

回
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。

（
代

替
案

と
の

比
較

）
株

主
総

会
の

各
議

案
に

つ
い

て
は

、
基

本
的

に
可

決
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

事
前

に
確

認
で

き
れ

ば
当

日
の

採
決

行
為

が
な

く
て

も
決

議
は

成
立

す
る

た
め

、
実

務
的

に
は

、
当

日
出

席
株

主
の

賛
否

の
数

を
確

定
し

て
い

な
い

場
合

が
多

い
。

そ
の

た
め

、
代

替
案

は
、

対
象

企
業

に
採

決
行

為
を

強
制

す
る

と
い

っ
た

義
務

を
課

す
も

の
で

あ
り

、
ま

た
、

当
日

出
席

の
株

主
の

賛
否

の
数

を
全

て
確

定
す

る
た

め
の

事
務

処
理

負
担

を
課

す
こ

と
に

な
る

点
で

技
術

的
及

び
人

員
的

に
相

当
な

遵
守

費
用

が
発

生
す

る
と

考
え

ら
れ

る
。

な
お

、
通

常
、

事
前

行
使

分
及

び
大

株
主

に
よ

る
当

日
行

使
分

（
代

理
権

行
使

含
む

。
）

に
か

か
る

議
決

権
数

は
全

出
席

株
主

の
議

決
権

数
に

対
し

て
高

い
割

合
を

占
め

て
お

り
、

可
決

要
件

を
満

た
す

根
拠

と
な

っ
た

事
項

と
し

て
、

こ
れ

ら
の

事
項

及
び

行
使

議
決

権
数

の
状

況
を

開
示

す
る

こ
と

で
も

十
分

意
味

の
あ

る
情

報
提

供
に

な
る

と
考

え
ら

れ
る

と
こ

ろ
、

当
該

開
示

は
本

案
に

お
い

て
行

わ
れ

る
こ

と
か

ら
、

あ
え

て
代

替
案

の
よ

う
に

、
当

日
の

全
て

の
投

票
数

の
集

計
ま

で
を

求
め

る
必

要
は

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
し

た
が

っ
て

、
代

替
案

は
本

案
に

比
べ

規
制

の
費

用
の

増
加

と
い

う
マ

イ
ナ

ス
の

効
果

が
大

き
く

な
る

こ
と

か
ら

、
本

案
に

よ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
と

考
え

ら
れ

る
。

臨
時

報
告

書
の

提
出

内
容

と
し

て
、

株
主

総
会

に
お

け
る

各
議

案
ご

と
の

議
決

権
行

使
結

果
（

得
票

数
等

）
を

追
加

す
る

。
そ

の
際

、
株

主
総

会
当

日
分

を
含

め
た

各
議

案
ご

と
の

全
て

の
得

票
数

の
内

訳
の

記
載

を
義

務
付

け
る

。

対
象

企
業

に
お

い
て

、
株

主
総

会
に

お
け

る
各

議
案

ご
と

の
議

決
権

行
使

の
状

況
に

つ
い

て
、

株
主

総
会

当
日

の
採

決
の

義
務

付
け

及
び

当
該

採
決

の
結

果
と

し
て

の
得

票
数

を
全

て
集

計
す

る
と

い
っ

た
新

た
な

事
務

負
担

が
発

生
す

る
ほ

か
、

法
定

開
示

書
類

で
あ

る
臨

時
報

告
書

の
作

成
に

要
す

る
費

用
が

発
生

す
る

。

（
本

案
と

同
様

）

（
本

案
と

同
様

）

代
替

案
の

場
合

上
場

会
社

等
の

株
主

の
意

思
が

明
確

化
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

市
場

を
通

じ
た

経
営

陣
へ

の
牽

制
効

果
が

期
待

で
き

る
こ

と
か

ら
上

場
会

社
等

に
対

す
る

コ
ー

ポ
レ

ー
ト

・
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
充

実
・

強
化

が
図

ら
れ

る
。

（
本

案
と

同
様

）
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規制の事前評価書 

 

１．政策の名称 

  店頭デリバティブ取引等に関する清算機関の利用義務付け 

 

２．担当部局 

  金融庁総務企画局市場課 

 

３．評価実施時期 

  平成 22 年３月８日 

 

４．規制の目的、内容及び必要性 

⑴ 現状及び問題点、規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

 ① 現状 

店頭デリバティブ取引については、清算機関の利用が義務付けられて

いない。 

 

  ② 問題点 

店頭デリバティブ取引等について、金融機関において膨大な相対取引

が行われている中、市場の透明性が欠如しているとの指摘や、リスク評

価が必ずしも適正に行われていない等の指摘がある。 

このような中、今次の金融危機時に、金融機関において、個別の取引

者の破綻等の懸念により、店頭デリバティブ取引等に係る決済を履行で

きないリスク（カウンターパーティリスク）への懸念が深刻化するとと

もに、金融機関の連鎖破綻（システミック・リスク）の懸念が表面化し

た。 

 

  ③ 規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

相対で行われている店頭デリバティブ取引等のカウンターパーティリ

スクの顕在化が金融市場全体のリスクの顕在化に波及することを抑止す

る等の観点から、我が国の市場に重大な影響を及ぼすおそれのある一定

の店頭デリバティブ取引等について、清算機関の利用を義務付けること

によって、店頭デリバティブ取引等の決済の安定性の向上を図る必要が

ある。 

 

⑵ 法令の名称、関連条項とその内容 

    金融商品取引法第156条の３第２項第７号、第156条の４第１項第４号、

第 156 条の７第２項第７号、第 156 条の 15、第 156 条の 16、第 156 条の

20 の２、第 156 条の 20 の３、第 156 条の 20 の４、第 156 条の 20 の５、

第 156 条の 20 の６、第 156 条の 20 の７、第 156 条の 20 の８、第 156 条の

20 の９、第 156 条の 20 の 10、第 156 条の 20 の 11、第 156 条の 20 の 12、

第 156 条の 20 の 13、第 156 条の 20 の 14、第 156 条の 20 の 15、第 156 条

の 20 の 16、第 156 条の 20 の 17、第 156 条の 20 の 18、第 156 条の 20 の
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19、第 156 条の 20 の 20、第 156 条の 20 の 21、第 156 条の 20 の 22、第 156

条の 62 

 

⑶ 規制の新設又は改廃の内容 

   我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがある一定の店頭デリバ

ティブ取引等について、清算機関の利用を義務付ける。 

具体的には、①取引規模の大きい取引（現状においては、具体的には、

金利スワップのプレーンバニラ型を想定）については、国内清算機関への

清算集中、国内清算機関と外国清算機関が連携して清算を行う方式による

清算集中、外国清算機関の直接参入による清算集中のいずれかの方式によ

る清算集中を義務付け、②我が国法制下での執行と密接に関連し、一定の

取引規模がある取引（具体的には、当面は、ＣＤＳの指標取引のうち iTraxx 

Japan を想定）については、国内清算機関への清算集中を義務付ける。 

なお、国内清算機関と外国清算機関が連携して清算を行う方式について        

は認可制、外国清算機関の直接参入については免許制とした上で、国内清

算機関の参入、国内清算機関と外国清算機関が連携して清算を行う方式に

よる参入、外国清算機関の直接参入における免許等の審査基準として、清

算機関が行う値洗い等の決済リスクの極小化措置に係る執行・運営体制の

整備等、所要の制度整備を行う。 

 

５．想定される代替案 

  我が国において、取引規模の大きい店頭デリバティブ取引（現状において

は、具体的には、金利スワップのプレーンバニラ型）のみならず、我が国法

制下での執行と密接に関連し、一定の取引規模がある取引（具体的には、当

面は、ＣＤＳの指標取引のうち iTraxx Japan を想定）についても、国内清算

機関への清算集中に加えて、国内清算機関と外国清算機関が連携して清算を

行う方式による清算集中、外国清算機関の直接参入による清算集中のいずれ

かの方式による清算集中を義務付ける。 

 

６．規制の費用（代替案における費用も含む。） 

⑴ 遵守費用 

① 本案 

    金融機関が、一定の取引について、清算機関の利用を義務付けられる

ことになり、清算機関利用のための手数料支払、書類作成等の費用が発

生する。 

 

② 代替案 

  本案と同様の費用が発生する。 

 

⑵ 行政費用 

① 本案 

国内清算機関と外国清算機関との連携に係る認可審査や、直接参入す

る外国清算機関の免許審査を含む清算機関に対する監督業務に伴う費用
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に加え、清算集中義務の対象となる金融商品取引業者等による義務履行

の監督に伴う費用が発生する。 

 

   ② 代替案 

本案と同様の費用が発生する。 

 

⑶ その他の社会的費用 

① 本案 

     その他の社会的費用は発生しない。 

 

  ② 代替案 

我が国法制下での執行と密接に関連し、一定の取引規模がある取引に

ついても、国内清算機関への清算集中以外の方式を認めた場合、デリバ

ティブ取引の取引関係が国際的に構築されているという実態下において、

我が国市場関係者のデリバティブ取引の清算に際し、外国清算機関を利

用するケースが発生することが、予想される。そうした外国清算機関を

利用するケースにおいては、我が国企業を参照するＣＤＳのように我が

国での企業の破綻要件と密接に関連している取引の、清算要件（企業が

破綻したか）の認定に関し、我が国の倒産法制等の実情に照らした適切

な認定が行われない事例が生じる可能性がある。 

その結果、我が国倒産法制等に照らせばＣＤＳの清算を行う必要がな

いと市場関係者が予期していたところ、突然清算を強いられることとな

る懸念や、逆にＣＤＳの清算が行われると市場関係者が期待していたに

もかかわらず、清算が行われないという懸念が生じ、我が国ＣＤＳ市場

の決済の安定性が損なわれ、我が国企業を参照するＣＤＳについて決済

リスクが高まるおそれがある。この場合、我が国企業を参照企業とする

ＣＤＳを保有している我が国の金融機関のカウンターパーティリスクを

も高めるおそれが生じる。 

さらに、我が国の法制下においては未だ倒産していない企業について、

ＣＤＳの清算上は破綻したとの認定が行われた場合、ＣＤＳ保有者以外

の当該企業の債権者（貸出金融機関、一般債権者等）において、当該企

業を倒産したものとして取扱う等の動きを招きかねず、広く当該企業の

ステークホルダーにも混乱をもたらすおそれがある。 

 

 

７．規制の便益（代替案における便益も含む。） 

⑴ 本案 

清算集中に係る制度整備を行うことにより、店頭デリバティブ取引等の

カウンターパーティリスクの顕在化抑止、個別金融機関の破綻による危機

の伝播の遮断、清算機関等による値洗いや担保管理を通じた市場全体のリ

スク管理の適正化などが確保される。加えて、我が国企業を参照企業とす

るＣＤＳの清算要件の認定に関し、我が国倒産法制等の実情に照らした適

切な認定が行われることとなり、店頭デリバティブ取引等の取引相手方の

金融03

- 113 -

011927
長方形



   

破綻リスクの顕在化が、市場全体のリスクの顕在化に波及することの抑止

となるなど、決済の安定性の向上を図ることができる。 

 

 ⑵ 代替案 

清算集中に係る制度整備を行うことにより、店頭デリバティブ取引等の

カウンターパーティリスクの顕在化抑止、個別金融機関の破綻による危機

の伝播の遮断、清算機関等による値洗いや担保管理を通じた市場全体のリ

スク管理の適正化などが一定程度確保され、決済の安定性の向上を図るこ

とができる。 

 

８．政策評価の結果（費用と便益の関係の分析等） 

⑴ 費用と便益の関係の分析 

   本案については、今般の改正により、遵守費用及び行政費用が新たに発

生することとなる。 

   しかし、本案によって、清算集中に係る制度整備とともに、我が国企業

を参照するＣＤＳについて、清算要件の認定が我が国倒産法制等に即して

行われることにより、決済の安定性・透明性の向上を図ることができると

いう便益をもたらし、新たな費用の発生というマイナスの効果を上回ると

考えられる。 

    

 

⑵ 代替案との比較 

    遵守費用については、本案と代替案で大きな差はないが、行政費用の点

については、本案に比べ、我が国法制下での執行と密接に関連し、一定の

取引規模がある取引について、国内清算機関と外国清算機関による連携に

係る認可審査や、直接参入する外国清算機関の免許審査に対する監督業務

に伴う費用がより多く発生する。 

また、その他の社会的費用については、代替案では、我が国ＣＤＳ市場

の決済の安定性が損なわれ、我が国企業を参照するＣＤＳについて決済リ

スクが高まるおそれがあるほか、広く当該企業のステークホルダーにも混

乱をもたらすおそれがあり、多大な社会的費用が発生するおそれがある。

ＣＤＳの清算集中は、清算機関に取引を集中することにより、取引の決済

リスクやカウンターパーティリスクを軽減することを目的としているにも

かかわらず、以上のようにＣＤＳ市場及び取引参加者に混乱を生じること

は、清算集中の意図に反する。 

その点において、本案では、我が国企業を参照するＣＤＳについては、

清算要件の認定が我が国倒産法制等に即して行われることにより、代替案

と比較して、決済の安定性の一層の向上を図ることが可能となる。 

    従って、我が国法制下での執行と密接に関連し、一定の取引規模がある

取引（具体的には、当面は、ＣＤＳの指標取引のうち iTraxx Japan を想

定）については、国内清算機関への清算集中を義務付ける本案が適当と考

えられる。 
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９．有識者の見解その他関連事項 

特になし 

 

10．レビューを行う時期又は条件 

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行後５年以内に、改正後の規

定の実施状況について検討を加え、必要があると認められるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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規制の事前評価書 

 

１．政策の名称 

  国内清算機関の基盤強化 

 

２．担当部局 

  金融庁総務企画局市場課 

 

３．評価実施時期 

  平成 22 年３月８日 

 

４．規制の目的、内容及び必要性 

⑴ 現状及び問題点、規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

 ① 現状 

国内清算機関には、資本金規制及び主要株主規制が義務付けられてい

ない。 

   

② 問題点 

一定の店頭デリバティブ取引等について、国内清算機関の利用の義務

付けにより、国内清算機関は、金融商品取引業者等が行う当該取引につ

いて、決済リスクを集中的に引き受け、履行の保証を行うこととなり、

システム上重要なインフラとなる。 

しかしながら、財務基盤が脆弱であることにより決済の履行の保証に

悪影響を与えるおそれがあることや特定の大株主がその業務運営に不当

な影響力を行使するおそれを防止する制度が整備されていない。 

 

  ③ 規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

危機の伝播を遮断する役割を担うシステム上重要なインフラである国

内清算機関の性質上、財務基盤を強化し、また業務運営に不当な影響力

が行使されることを防止する必要がある。 

 

⑵ 法令の名称、関連条項とその内容 

   金融商品取引法第 156 条の５の２、第 156 条の５の３、第 156 条の５の

４、第 156 条の５の５、第 156 条の５の６、第 156 条の５の７、第 156 条

の５の８、第 156 条の５の９、第 156 条の５の 10、第 156 条の５の 11、第

156 条の 12 の３   

 

⑶ 規制の新設又は改廃の内容 

   国内清算機関の基盤強化を図るため、資本金規制を導入するとともに、

主要株主規制として、議決権の５％超を保有した者に対する届出義務に加

え、原則、議決権の 20％以上を保有しようとする者に対する認可制を導入

する。 
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５．想定される代替案 

  国内清算機関の基盤強化を図るため、資本金規制を導入するとともに、主

要株主規制として、議決権の５％超を保有した者に対する届出義務を導入す

る。なお、議決権の 20％以上を保有しようとする者に対する認可制は導入し

ない。 

 

６．規制の費用（代替案における費用も含む。） 

⑴ 遵守費用 

  ① 本案 

    資本金規制によって、国内清算機関は、免許申請時に予め一定の資本

金を備えるための費用が発生するとともに、既存の清算機関については、

資本金が不足する場合は、増資等に伴う費用が発生する。また、議決権

の５％超を保有した者は、届出に伴う費用、議決権の 20％以上を保有し

ようとする者には、認可申請に伴う費用が発生する。 

 

  ② 代替案 

    資本金規制によって、国内清算機関は、免許申請時に予め一定の資本

金を備えるための費用が発生するとともに、既存の清算機関については、

資本金が不足する場合は、増資等に伴う費用が発生する。議決権の５％

超を保有した者は、届出に伴う費用が発生する。 

 

⑵ 行政費用 

① 本案 

資本金規制遵守確認のための報告の徴取及び立入検査、対象議決権保

有届出書の提出者に対する届出書の受理業務及び検査、議決権の 20％以

上の保有に係る認可審査等に伴う費用が発生する。 

 

   ② 代替案 

資本金規制遵守確認のための報告の徴取及び立入検査、対象議決権保

有届出書の提出者に対する届出書の受理業務及び検査等に伴う費用が発

生する。 

 

⑶ その他の社会的費用 

① 本案 

    その他の社会的費用は発生しない。 

 

  ② 代替案 

    特定の大株主により、国内清算機関の運営に不当な影響力が行使され

た場合に、清算参加者や取扱商品の範囲等について恣意的に決定される

おそれがあり、国内清算機関が、市場のインフラとしての役割を十分に

果たすことができなくなる懸念がある。 

 

７．規制の便益（代替案における便益も含む。） 
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⑴ 本案 

システム上重要なインフラである国内清算機関の財務基盤の強化を図り、

危機の伝播の遮断に資する。加えて、議決権の５％超の保有者の把握が可

能となるとともに特定の大株主によって、清算機関の運営に不当な影響力

が行使されることを防止することができる。 

 

 ⑵ 代替案 

システム上重要なインフラである国内清算機関の財務基盤の強化を図り、

危機の伝播の遮断に資するとともに、議決権の５％超の保有者の把握が可

能になる。 

 

８．政策評価の結果（費用と便益の関係の分析等） 

⑴ 費用と便益の関係の分析 

   本案については、遵守費用と行政費用が新たに発生することになる。 

   しかし、主要株主規制、資本金規制の導入により、システム上重要なイ

ンフラである国内清算機関の基盤を強化し、危機の伝播の遮断に資するこ

とによるプラスの効果は、新たな費用の発生によるマイナスの効果を上回

るものと考えられる。 

    

 

⑵ 代替案との比較 

    遵守費用と行政費用については、議決権の 20％以上を保有しようとする

者の認可申請に伴う費用の分だけ、代替案より本案の方が高い。 

    しかし、代替案では、議決権の 20％以上を保有しようとする者に対して

認可を不要とした場合、①特定の大株主に対して、認可権に基づく当局に

よる継続的な監視等ができないこととなり、②特定の大株主により、国内

清算機関の運営に不当な影響力が行使され、国内清算機関が、市場のイン

フラとしての役割を十分に果たすことができなくなる懸念があり、認可申

請に伴う遵守費用・行政費用を上回る社会的費用が発生する可能性がある。

また、便益についても、本案に比べ限定的であると考えられる。 

    従って、議決権の５％超を保有した者に対する届出義務に加え、議決権

の20％以上を保有しようとする者に対して認可を義務付ける本案が適当と

考えられる。 

 

９．有識者の見解その他関連事項 

特になし 

 

10．レビューを行う時期又は条件 

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行後５年以内に、改正後の規

定の実施状況について検討を加え、必要があると認められるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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規制の事前評価書 

 

１．政策の名称 

  店頭デリバティブ取引等に関する取引情報の保存・報告制度の創設 

 

２．担当部局 

  金融庁総務企画局市場課 

 

３．評価実施時期 

  平成 22 年３月８日 

 

４．規制の目的、内容及び必要性 

⑴ 現状及び問題点、規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

 ① 現状 

店頭デリバティブ取引等に関する取引情報を、我が国当局が金融商品

取引業者等から取得し、取引関係の実態を把握することができない。 

 

② 問題点 

  我が国当局が店頭デリバティブ取引等に関する取引情報を取得し、取

引関係の実態を把握することができなければ、今次のような金融危機時

に、市場の透明性が欠如し、監督当局において必要な対応を図ることが

できない。 

 

  ③ 規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

当局による店頭デリバティブ取引等に係る平時のモニタリングを強化

し、危機時における迅速・適切な対応を可能とするため、また、当局が

一部の情報を市場に提供することで、市場の透明性・予見可能性を高め

ることを可能とするため、我が国当局が十分に取引情報を取得し、取引

実態の把握を行う必要がある。   

 

⑵ 法令の名称、関連条項とその内容 

    金融商品取引法第 156 条の 63、第 156 条の 64、第 156 条の 65、第 156

条の 66、第 156 条の 67、第 156 条の 68、第 156 条の 69、第 156 条の 70、

第 156 条の 71、第 156 条の 72、第 156 条の 73、第 156 条の 74、第 156 条

の 75、第 156 条の 76、第 156 条の 77、第 156 条の 78、第 156 条の 79、第

156 条の 80、第 156 条の 81、第 156 条の 82、第 156 条の 83、第 156 条の

84 

 

⑶ 規制の新設又は改廃の内容 

清算機関及び金融商品取引業者等に対して取引情報の保存、当局への報

告を義務付ける。  

    加えて、取引情報蓄積機関制度を整備するとともに、金融商品取引業者

等は、自らによる保存、当局への報告に代わり、取引情報蓄積機関による
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取引情報の保存、当局への提出を選択できる制度の整備を行う。 

 

５．想定される代替案 

  取引情報の保存等について、清算機関及び金融商品取引業者等に対する保

存、当局への報告の義務付けや、取引情報蓄積機関制度の創設を行わず、自

主規制機関による取組みに委ねる。 

 

６．規制の費用（代替案における費用も含む。） 

⑴ 遵守費用 

  ① 本案 

清算機関、金融商品取引業者、取引情報蓄積機関等による取引情報の

保存に伴うシステムの整備・運用等の費用、当局への報告に伴う事務作

業等の費用が発生する。また、金融商品取引業者等が取引情報蓄積機関

を利用する場合には、当該機関利用のための手数料支払の費用が発生す

る。 

 

  ② 代替案 

    自主規制機関において、会員である金融商品取引業者等が取引情報の

保存や自主規制機関への報告を適切に行うための自主ルールの整備や、

実施状況の監視等に伴う費用、金融商品取引業者等から報告を受けるた

めのシステム整備・運用等の費用が発生する。 

    また、自主的な取組みが行われている範囲で、金融商品取引業者等に

よる取引情報の保存に伴うシステムの整備・運用等の費用、自主規制機

関への報告に伴う事務作業等の費用が発生する。 

 

⑵ 行政費用 

① 本案 

清算機関、金融商品取引業者、取引情報蓄積機関等からの報告を受け

るためのシステム整備・運用等の費用が発生する。また、保存・報告義

務違反や虚偽記載等に対する措置のための検査・監督に伴う費用が発生

する。 

 

   ② 代替案 

自主的な取組みが機能せず、市場のリスクが顕在化した場合には、そ

の是正のため検査・監督を行う費用が発生する。 

 

⑶ その他の社会的費用 

① 本案 

その他の社会的費用は発生しない。  

 

  ② 代替案 

取引情報の保存・報告は、制度的監督の下にない任意での枠組みとな

るため、報告する情報の内容、形式、報告の頻度などについて、当局の
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監督が及ばない。そのため、当局において市場のリスク要因の特定等に

支障をきたす結果、店頭デリバティブ取引等に係る決済リスクへの懸念

が顕在化した際に、金融機関の連鎖破綻（システミックリスク）につな

がる前に当局による適切・迅速な対応をとることができなくなる可能性

がある。 

加えて、Ｇ２０においては、各国当局は店頭デリバティブ取引の情報

を取引情報蓄積機関に報告することが合意されており、国際的に、この

合意を踏まえた制度整備に向けた取組みが求められている中で、我が国

においてこうした制度整備が行われない場合、海外当局との情報交換な

どの国際的な当局間の連携に支障をきたすおそれがある。 

 

７．規制の便益（代替案における便益も含む。） 

⑴ 本案 

当局が一部の情報を市場に提供することで、市場の透明性・予見可能性

を高め、店頭デリバティブ取引等に係る決済リスクへの懸念の軽減に資す

ると考えられる。また、当局による、店頭デリバティブ取引等に係る平時

のモニタリングを強化し、危機時における迅速・適切な対応が可能となり、

その結果として、今次のような世界的な金融危機時におけるシステミック

リスクの懸念が表面化することを回避することが可能となる。   

 

 ⑵ 代替案 

自主的な取組みが機能する場合には、自主規制機関が収集した情報の一

部を市場に提供することで、市場の透明性・予見可能性を一定程度高める

ことが可能となる。 

 

８．政策評価の結果（費用と便益の関係の分析等） 

⑴ 費用と便益の関係の分析 

   本案については、今般の改正により、遵守費用及び行政費用が新たに発

生することとなる。 

   しかし、本案によって当局による平時のモニタリングや危機時における

対応力を強化するとともに、市場の透明性・予見可能性を高めることは、

今次のような世界的な金融危機時におけるシステミックリスクの懸念が表

面化することの回避という多大な便益をもたらし、新たな費用の発生とい

うマイナスの効果を上回ると考えられる。 

    

⑵ 代替案との比較 

    遵守費用については、本案と代替案で大きな差はない。しかし、行政費

用については、代替案は、法令上の義務付けでないことから、自主的な取

組みが機能せずに、市場のリスクが顕在化した場合には、問題の是正のた

めの検査や監督を行う必要があるため、本案における検査・監督に伴う費

用を上回る行政費用が発生するおそれがある。また、社会的費用について

は、代替案では、危機時において、当局の迅速・適切な対応ができなくな

るほか、国際的な当局間の連携への支障をきたすなど、多くの費用が発生
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する。 

また、便益については、自主的な取組みが十分に機能する場合には、本

案と代替案で大きな差はないが、代替案は法令上の義務付けではないこと

から、その効果は一定程度にとどまる可能性が高いと考えられる。 

したがって、これらを総合的に勘案すると、本案が適当と考えられる。 

 

９．有識者の見解その他関連事項 

特になし 

 

10．レビューを行う時期又は条件 

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行後５年以内に、改正後の規

定の実施状況について検討を加え、必要があると認められるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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規制の事前評価書 

 

１．政策の名称 

  証券会社の連結規制・監督の導入 

 

２．担当部局 

  金融庁総務企画局市場課 

 

３．評価実施時期 

  平成 22 年３月８日 

 

４．規制の目的、内容及び必要性 

⑴ 現状及び問題点、規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

 ① 現状 

証券会社（第一種金融商品取引業者）については、投資者保護及び市

場の公正性・透明性を確保する観点から、市場仲介者としての業務運営

の適切性の確保や顧客資産の適正管理等を図るために必要なものとして、

証券会社自身に対する単体ベースの規制・監督が基本となっている。 

 

  ② 問題点 

証券会社の組織の巨大化・複雑化（グループ化）が進み、当局による

グループ全体の経営管理状況やリスク状況の把握が困難な場合も存在す

るようになってきている。そのため、大規模な証券会社がグループ一体

として金融業務を行っている場合に、当該証券会社がグループ内の親会

社・子会社・兄弟会社からもたらされる財務・業務上の問題等によって

突然の破綻等に至ることで、証券会社の市場仲介機能が不全に陥り、広

範な投資者に悪影響が及び、引いては金融システムへの悪影響が及ぶこ

とが懸念される。 

 

  ③ 規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

上記の問題に対応するため、現行の単体ベースの規制・監督ではその

業務やリスク等の全体像の把握が困難な証券会社について、連結自己資

本規制等、連結ベースの規制・監督を制度として導入する必要がある。 

 

⑵ 法令の名称、関連条項とその内容 

    金融商品取引法第 57 条の２、第 57 条の３、第 57 条の４、第 57 条の５、

第 57 条の６、第 57 条の７、第 57 条の８、第 57 条の９、第 57 条の 10、

第 57 条の 11、第 57 条の 12、第 57 条の 13、第 57 条の 14、第 57 条の 15、

第 57 条の 16、第 57 条の 17、第 57 条の 18、第 57 条の 19、第 57 条の 20、

第 57 条の 21、第 57 条の 22、第 57 条の 23、第 57 条の 24、第 57 条の 25、

第 57 条の 26、第 57 条の 27 

 

⑶ 規制の新設又は改廃の内容 
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    ① 一定規模以上の証券会社（第一種金融商品取引業者のうち、その総資産

額が一定金額を超える者。以下、「特別金融商品取引業者」という。）につ

いて、新たに以下の措置（以下、「川下連結規制・監督」という）の対象

とする。 

  ・ グループの財務情報や、グループの規制・監督の状況等に係る報告義務 

  ・ 連結ベースの事業報告義務、連結ベースの説明書類の縦覧義務 

  ・ 連結自己資本規制とそれに基づく早期是正措置 

  ・ 子会社等に対する報告徴取・検査 等 

  ② 特別金融商品取引業者がグループ一体で金融業務を行っていると認め

られる場合（特別金融商品取引業者が親会社による経営管理を受けてい

る場合、又は特別金融商品取引業者の業務運営が親会社若しくは兄弟会

社からの資金供給に依存している場合）には、その親会社を指定し、当

該親会社（以下、「指定親会社」という。）について、以下の措置（以下、

「川上連結規制・監督」という）の対象とする（ただし、特別金融商品

取引業者の属するグループが他の法令や外国当局により適切な監督を受

けていると認められる場合は、上記指定を行わないことができる）。 

  ・ 連結ベースの事業報告義務、連結ベースの説明書類の縦覧義務 

  ・ 連結自己資本規制とそれに基づく早期是正措置 

  ・ 特別金融商品取引業者の業務・財務の改善に必要な措置の命令 

   ・ 特別金融商品取引業者の親会社として不適格な場合に、親会社でなくな

るための措置の命令 

  ・ 自身及びその子会社等に対する報告徴取・検査 等 

 

５．想定される代替案 

  川下連結規制・監督は行うが、特別金融商品取引業者がグループ一体で金

融業務を行っていると認められる場合であっても、川上連結規制・監督は行

わない。親会社に起因する事由によって特別金融商品取引業者の経営に問題

が発生した場合等については、今回併せて措置する特定主要株主に対する措

置命令で対応することとする。 

 

６．規制の費用（代替案における費用も含む。） 

⑴ 遵守費用 

  ① 本案 

・特別金融商品取引業者について、連結事業報告書等の作成・届出、連

結自己資本規制比率の算定等に伴う費用が発生する。 

・指定親会社について、連結事業報告書等の作成、連結自己資本規制比

率の算定等に伴う費用が発生する。 

 

  ② 代替案 

    特別金融商品取引業者について、連結事業報告書等の作成・届出、連

結自己資本規制比率の算定等に伴う費用が発生する。 

 

⑵ 行政費用 
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① 本案 

・特別金融商品取引業者に係る届出書の受理等に伴う費用が発生する。

また、特別金融商品取引業者に対する早期是正措置等に伴う監督上の費

用が発生する。 

・指定親会社の指定手続きに伴う費用が発生する。また、指定親会社に

対する措置命令等に伴う監督上の費用が発生する。 

 

   ② 代替案 

・特別金融商品取引業者に係る届出書の受理等に伴う費用が発生する。

また、特別金融商品取引業者に対する早期是正措置等に伴う監督上の費

用が発生する。 

・特定主要株主に対する措置命令等に伴う監督上の費用が発生する。 

 

⑶ その他の社会的費用 

① 本案 

特になし 

 

  ② 代替案 

親会社に起因する事由によって特別金融商品取引業者の経営に問題が

発生した場合等に、当該親会社に対する措置命令を可能とするだけでは、

法的枠組みの下で特別金融商品取引業者の親会社を含むグループ全体の

自己資本の状況についてモニタリングを行うことができず、また、兄弟

会社に対して当該特別金融商品取引業者の業務・財務に関して参考とな

るべき報告等を求めることもできない。この結果、グループ一体で活動

する特別金融商品取引業者について、そのリスクの全体像を適切に把握

することができず、当該特別金融商品取引業者が親会社や兄弟会社等か

らもたらされる業務・財務上の問題等によって突然の破綻に至り、広範

な投資者に悪影響が及び、引いては金融システムに悪影響が及ぶことが

懸念される。 

 

７．規制の便益（代替案における便益も含む。） 

⑴ 本案 

特別金融商品取引業者に関して、グループ全体における業務・リスク等

の全体像の把握が可能となる。これにより、当該特別金融商品取引業者が

親会社・子会社・兄弟会社からもたらされる財務・業務上の問題等によっ

て突然の破綻等に至ることを防ぎ、投資者保護の確保や、引いては金融シ

ステムの安定化に資するものと考えられる。 

 

 ⑵ 代替案 

特別金融商品取引業に関して、当該特別金融商品取引業者とその子会社

における業務・リスク等の把握が可能となる。これにより、当該特別金融

商品取引業者が子会社からもたらされる財務・業務上の問題等によって突

然の破綻等に至ることを防ぎ、投資者保護の確保や、引いては金融システ
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ムの安定化に資するものと考えられる。 

 

８．政策評価の結果（費用と便益の関係の分析等） 

⑴ 費用と便益の関係の分析 

   本案においては、特別金融商品取引業者等に対する連結規制・監督に伴

う遵守費用及び行政費用が発生する。 

   他方、連結規制・監督の導入により、グループ全体における業務やリス

ク等の全体像の把握が可能となる。こうした措置を通じて、特別金融商品

取引業者が親会社・子会社・兄弟会社からもたらされる財務・業務上の問

題等によって突然の破綻等に至り、広範な投資者に悪影響が及び、引いて

は金融システムに悪影響が及ぶことを防ぐことが可能となる。また、便益

についても、本案に比べ限定的であると考えられる。 

   これらの便益の増加というプラスの効果は、新たな費用の発生というマ

イナスの効果を上回るものと考えられる。 

 

⑵ 代替案との比較 

    代替案については、本案と比較し、川上連結規制・監督に伴う遵守費用

と行政費用が発生しない。 

    しかしながら、代替案においては、グループ一体で活動する特別金融商

品取引業者について、当該特別金融商品取引業者とその子会社等における

業務・リスク等の把握は可能であるが、親会社や兄弟会社を含むグループ

におけるリスクの全体像を適切に把握することができないため、当該特別

金融商品取引業者が親会社や兄弟会社からもたらされる業務・財務上の問

題等によって突然の破綻等に至り、広範な投資者に悪影響が及び、引いて

は金融システムに悪影響が及ぶといった、本案の遵守費用・行政費用を上

回る社会的費用が発生する可能性がある。また、便益についても、本案に

比べ限定的であると考えられる。 

    従って、グループ一体で活動する特別金融商品取引業者について、グル

ープ全体のリスク状況の把握を可能とする本案が適当と考える。 

 

９．有識者の見解その他関連事項 

金融審議会金融分科会基本問題懇談会報告「今次の金融危機を踏まえた我

が国金融システムの構築」（平成 21 年 12 月９日）において、「現在、第一種

金融商品取引業を行う金融商品取引業者のうち、国際的に活動するグループ

については、監督上の措置としてグループ全体での財務状況の把握等が行わ

れているところであるが、（中略）一定の基準を満たす業者に対して、制度上

明確に手当てされた連結ベースの規制・監督等を導入することについて検討

が必要である。」とされている。  

 

10．レビューを行う時期又は条件 

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行後５年以内に、改正後の規

定の実施状況について検討を加え、必要があると認められるときは、その結
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果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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規制の事前評価書 

 

１．政策の名称 

  金融商品取引業者の主要株主に対する規制の強化 

 

２．担当部局 

  金融庁総務企画局市場課 

 

３．評価実施時期 

  平成 22 年３月８日 

 

４．規制の目的、内容及び必要性 

⑴ 現状及び問題点、規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

 ① 現状 

第一種金融商品取引業者及び投資運用業者（以下「金融商品取引業者」

という。）については、その健全性を確保する点から、その主要株主（原

則として 20％以上の議決権を保有する者）に対して当局への届出を求め

るとともに、主要株主が適格性（過去の行政処分歴、犯罪歴等）を満た

さない場合には、株式売却命令等を行うことができる制度となっている。

しかし、それ以上に、金融商品取引業者の業務運営等に大きな影響力を

有する株主（主要株主のうち議決権の過半数を保有する者）に対して、

金融商品取引業者の健全かつ適切な業務運営等の確保のために必要な措

置を命じる制度はない。 

 

  ② 問題点 

金融商品取引業者の業務運営等に大きな影響力を有する株主によって、

金融商品取引業者の健全かつ適切な業務運営等を妨げる行為等がなされ

たとしても、現行法令上、当該株主に対してそうした状況の改善のため

の所要の措置命令を行うことができない。  

 

  ③ 規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

金融商品取引業者の業務運営等に大きな影響力を有する株主の財務悪

化により当該金融商品取引業者の資金繰りが困難となるおそれや、当該

株主の法令違反等が金融商品取引業者の業務運営等に悪影響を及ぼすお

それがあること等にかんがみれば、金融商品取引業者の適切な業務運営

等の確保のために特に必要な場合に、当該株主に対して当該金融商品取

引業者の業務運営又は財産状況の改善のため所要の措置を取るよう命令

することを可能とする必要がある。 

 

⑵ 法令の名称、関連条項とその内容 

   金融商品取引法第 29 条の４、第 32 条、第 32 条の２、第 32 条の３、第

32 条の４ 
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⑶ 規制の新設又は改廃の内容 

   金融商品取引業者の主要株主のうち議決権の過半数を保有する者（以下、

「特定主要株主」という。）に対して届出義務を課すとともに、金融商品取

引業者の健全かつ適切な業務運営又は財産状況の確保のため特に必要な場

合に、当局が、当該金融商品取引業者の特定主要株主に対して当該金融商

品取引業者の業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるよう命

じることを可能とする。 

 

５．想定される代替案 

  金融商品取引業者の特定主要株主に対する命令を行う前に、まずは金融商

品取引業者に対して業務改善命令を行うこととし、その命令の実効性確保の

ために特に必要がある場合に限って、当該金融商品取引業者の特定主要株主

に対する命令を可能とする。 

 

６．規制の費用（代替案における費用も含む。） 

⑴ 遵守費用 

  ① 本案 

金融商品取引業者の特定主要株主となった場合及び金融商品取引業者

の特定主要株主でなくなった場合に、当局に対して届出を行う費用が発

生する。 

 

  ② 代替案 

    本案と同様の費用が発生する。 

 

⑵ 行政費用 

① 本案 

特定主要株主に係る届出書の受理に伴う費用が発生する。また、特定

主要株主に対する措置命令に伴う監督上の費用が発生する。 

 

   ② 代替案 

特定主要株主に係る届出書の受理に伴う費用が発生する。また、金融

商品取引業者、及び必要がある場合には特定主要株主に対する措置命令

に伴う監督上の費用が発生する。 

 

⑶ その他の社会的費用 

① 本案 

    特になし 

 

  ② 代替案 

金融商品取引業者に対する業務改善命令では適切な対応が確保できな

いことが明白である場合や、金融商品取引業者への帰責性が認められず

当該金融商品取引業者に対して業務改善命令を行うことが不適当と考え

られる場合において、特定主要株主に対する命令発出までに時間を要す
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ることにより特定主要株主による適時適切な対応が確保されないおそれ

や、金融商品取引業者に対する業務改善命令を行うことができないこと

に伴い特定主要株主に対する命令も行うことができないおそれがあり、

それらの結果、公益や投資者保護が確保されない懸念がある。 

 

７．規制の便益（代替案における便益も含む。） 

⑴ 本案 

   特定主要株主に対して、金融商品取引業者の業務改善のために必要な措

置を求めることを通じて、金融商品取引業者の健全かつ適切な運営を確保

し、公益や投資者保護の確保を図ることが可能となる。 

 

 ⑵ 代替案 

本案と同様の便益が発生する。 

 

８．政策評価の結果（費用と便益の関係の分析等） 

⑴ 費用と便益の関係の分析 

   本案においては、特定主要株主に対する規制・監督に伴う遵守費用や行

政費用が発生する。 

   他方、特定主要株主に対して、金融商品取引業者の業務改善のために必

要な措置を求めることを通じて、金融商品取引業者の健全かつ適切な運営

を確保し、公益や投資者保護の確保を図ることが可能となる。これら便益

の増加というプラスの効果は、新たな費用の発生というマイナスの効果を

上回るものと考えられることから、本案は適当と考える。 

 

⑵ 代替案との比較 

     代替案については、遵守費用及び便益の点で本案と相違ないものの、行

政費用について、金融商品取引業者に対する措置命令では実効性が確保さ

れないことが明白である場合であっても、まずは金融商品取引業者に対す

る措置命令を行われなければならないことより、本案と比較して追加的な

監督上の費用が発生する。また、特定主要株主に対する命令発出までに時

間を要することにより特定主要株主による適時適切な対応が確保されない

おそれや、そもそも特定主要株主に対する命令発出が不可能となるおそれ

があり、それらの結果、公益や投資者保護が確保されなくなるといった社

会的費用が発生する可能性があるため、本案による改正が適当と考える。  

 

９．有識者の見解その他関連事項 

特になし 

 

10．レビューを行う時期又は条件 

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行後５年以内に、改正後の規

定の実施状況について検討を加え、必要があると認められるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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規制の事前評価書 
 
１．政策の名称 
  公益法人等が行う共済事業に対する保険業法の規制の特例措置の導入 
 
２．担当部局 

金融庁総務企画局企画課保険企画室 
 
３．評価実施時期 

平成 22年 5月 10日 
 
４．規制の目的、内容及び必要性 
⑴ 現状及び問題点、規制の新設又は改廃の目的及び必要性 
① 現状 

共済事業については、平成 17年の保険業法改正において、 
・保険業の定義を見直し、特定の者を相手方として保険の引受けを行う

事業についても、原則として保険業法の規定を適用する、  
・保険業法上の新たな枠組みとして、一定の規模の範囲内で少額・短期

の引受けのみを行う者について「少額短期保険業者」の制度を創設す

る、 
等の措置が講じられている。 
 
② 問題点 

平成 17年の保険業法改正により、共済事業を行っている団体は、少額

短期保険業者への移行等、保険業法に即した対応を求められることとな

ったが、改正前から共済事業を行ってきた団体の中には、改正後の保険

業法の規制に直ちには適合することが容易でないものも存在している。 
 また、公益法人については、公益法人制度改革により、平成 25 年 11
月までに、新法人（一般社団／財団法人等）に移行することとなり、新

法人移行後は、そのままの形態では、共済事業を行うことができない状

況にある。 
 
③ 規制の新設又は改廃の目的及び必要性 
  上記を踏まえ、平成 17年の保険業法改正前から共済事業を行ってきた

団体について、保険業法の規制の特例を設け、当分の間、その実態に即

した監督を行う必要がある。 
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⑵ 法令の名称、関連条項とその内容 
保険業法等の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 38 号）附則第 2 条

～第 4条の 2（一般社団法人等が行う特定保険業の特例、保険契約の包括移

転、認可特定保険業者等に対する保険業法の規定の準用） 
 
⑶ 規制の新設又は改廃の内容 
① 平成 17年の保険業法改正時に現に特定保険業（改正後の保険業法に規

定する保険業であって、改正前の保険業法に規定する保険業法に該当し

ないもの）を行っていた者等であって、一般社団法人又は一般財団法人

であるもののうち、一定の要件に該当する者は、当分の間、行政庁の認

可を受けて、特定保険業を行うことができることとする。 
 
② 共済事業における契約者保護を図るため、認可を受けて特定保険業を

行う者（認可特定保険業者）に対し、以下の規制を課すこととする。 
・特定保険業の範囲の制限、他業の制限、資産運用方法の制限 
・財産的基礎、区分経理、責任準備金及び支払備金等の積立て、保険        

計理人の関与（一定の場合に限る）、財務状況等の開示 
・報告・資料の徴求、立入検査、健全性の基準、監督上の命令 
・保険募集ルール 等 

 
５．想定される代替案 
  保険業法の適用除外を拡大し、平成 17年の保険業法改正時に現に特定保険

業を行っていた者について、保険業法の適用除外とする。 
 
６．規制の費用 
⑴ 遵守費用 
① 本案 
  認可特定保険業者（認可を受けようとする者を含む。以下同じ。）にお

いて、認可等の申請に伴う費用、保険計理人の選任に伴う費用、財産状

況等の開示に伴う費用、業務状況の当局への報告に伴う費用、適切な保

険募集を行うための措置に伴う費用等が発生する。 
 
② 代替案 

保険業法の適用除外となる団体については、新たな費用は発生しない。 
 
⑵ 行政費用 
① 本案 

認可特定保険業者に係る行政庁において、認可等の審査や業務の健全
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性を確保するための検査・監督に伴う費用が発生する。 
 
② 代替案 

新たな費用は発生しない。 
 
⑶ その他の社会的費用 
① 本案 

新たな費用は発生しない。 
 
② 代替案 
  保険業法の適用除外となる団体については、行政庁の監督が全く及ば

なくなり、 
・保険の募集方法や資産運用等の適正性が確保されない 
・仮に経営に問題が生じたとしても、行政として被害の発生・拡大を食

い止めることができない 
こと等から、契約者に大きな経済的不利益が生じるおそれが高い。 

 
７．規制の便益 

⑴ 本案 
一定の規制・監督の下で共済事業の継続が可能となるとともに、事業運

営の適正化を通じて契約者保護が図られることとなる。 
 
⑵ 代替案 

適用除外となる団体については、規制に適合するための遵守費用を負担

することなく、共済事業の継続が可能となる。 
 
８．政策評価の結果（費用と便益の関係の分析等） 
⑴ 費用と便益の関係の分析 

本案においては、認可特定保険業者が規制に適合するための遵守費用や、

検査・監督に伴う行政費用が発生する。 
しかしながら、一方で、行政庁による一定の規制・監督が行われること

により、事業運営の適正化を通じ契約者保護が図られるという便益をもた

らし、新たな費用の発生というマイナスの効果を上回ると考えられる。 
 
⑵ 代替案との比較 

代替案においては、遵守費用及び行政費用は発生しないが、過去の無認

可共済問題で明らかになったように、マルチ商法的な保険募集による契約

者とのトラブル、団体の経営破たん等による契約者の経済的不利益など大
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きな社会的費用が発生するおそれが高いと考えられる。 
また、便益については、共済事業を行うことができるという点において

は、本案と代替案とで大きな差はないが、代替案においては、将来にわた

って適切な経営が行われることは、必ずしも確保されない。 
したがって、団体の実態に即した規制･監督の下で共済事業の継続を可能

とする本案が適当と考えられる。 
 
９．有識者の見解その他関連事項 

なし。 
 
10．レビューを行う時期又は条件 

今回の法案の対象となる団体が行う共済事業の将来的な位置づけについて

は、その事業の今後の運営状況、制度共済の整備状況等を見極めた上で、検

討することとしている。 
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平
成

2
2
年

8
月

3
日

法
令

の
名

称
・
関

連
条

項
と

そ
の

内
容

想
定

さ
れ

る
代

替
案

（
遵

守
費

用
）

（
行

政
費

用
）

（
そ

の
他

の
社

会
的

費
用

）

引
き

続
き

国
際

的
な

会
計

基
準

の
動

向
等

を
注

視
し

、
必

要
に

応
じ

て
措

置
を

構
ず

る
も

の
と

す
る

。

包
括

利
益

の
表

示
に

つ
い

て
、

会
計

基
準

等
で

求
め

て
い

る
連

結
財

務
諸

表
だ

け
で

は
な

く
、

個
別

財
務

諸
表

に
お

い
て

も
表

示
を

求
め

る
。

そ
の

他
の

事
項

は
、

本
案

と
同

様
と

す
る

。

（
１

）
費

用
と

便
益

の
関

係
の

分
析

本
案

で
は

、
A

S
B

J
よ

り
公

表
さ

れ
た

会
計

基
準

等
を

踏
ま

え
て

改
正

さ
れ

る
連

結
財

務
諸

表
規

則
等

に
基

づ
い

て
連

結
財

務
諸

表
等

を
作

成
す

る
た

め
、

そ
の

作
成

に
必

要
な

事
務

コ
ス

ト
が

発
生

す
る

と
見

込
ま

れ
る

。
し

か
し

、
国

際
的

な
会

計
基

準
と

の
整

合
性

が
図

ら
れ

た
会

計
基

準
等

を
反

映
す

る
こ

と
と

な
る

た
め

、
国

際
社

会
か

ら
の

我
が

国
資

本
市

場
へ

の
信

頼
性

の
向

上
、

企
業

の
国

際
的

競
争

力
の

強
化

、
国

際
的

な
会

計
基

準
に

よ
る

財
務

書
類

と
の

比
較

可
能

性
の

向
上

等
に

資
す

る
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

便
益

は
費

用
を

上
回

る
と

見
込

ま
れ

る
。

（
２

）
代

替
案

と
の

比
較

代
替

案
に

よ
る

と
、

行
政

費
用

に
つ

い
て

は
、

本
案

と
代

替
案

で
大

差
は

な
い

も
の

の
、

遵
守

費
用

に
つ

い
て

は
、

本
案

に
比

べ
包

括
利

益
の

表
示

を
求

め
る

企
業

の
対

象
が

広
が

る
こ

と
に

な
り

、
シ

ス
テ

ム
対

応
や

財
務

諸
表

作
成

の
た

め
の

費
用

が
増

加
す

る
ほ

か
、

関
係

者
の

コ
ン

セ
ン

サ
ス

が
得

ら
れ

な
い

ま
ま

、
会

計
基

準
を

オ
ー

バ
ー

ラ
イ

ド
す

る
こ

と
に

よ
り

、
今

後
の

IF
R

S
と

の
コ

ン
バ

ー
ジ

ェ
ン

ス
や

ア
ド

プ
シ

ョ
ン

の
議

論
に

影
響

を
及

ぼ
す

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
社

会
的

混
乱

を
招

く
等

の
社

会
的

費
用

が
発

生
す

る
と

考
え

ら
れ

る
。

こ
れ

ら
の

費
用

は
、

個
別

財
務

諸
表

に
お

け
る

包
括

利
益

に
関

す
る

情
報

が
提

供
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

財
務

諸
表

利
用

者
が

投
資

判
断

の
有

用
な

情
報

と
し

て
活

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

い
う

便
益

を
上

回
る

と
考

え
ら

れ
る

。
し

た
が

っ
て

、
本

案
が

適
当

と
考

え
ら

れ
る

。

企
業

会
計

基
準

委
員

会
（
Ａ

Ｓ
Ｂ

Ｊ
）
よ

り
会

計
基

準
等

が
公

表
（
平

成
2
1
年

1
2
月

４
日

、
平

成
2
2
年

６
月

3
0
日

）
。

比
較

情
報

の
記

載
や

会
計

方
針

の
変

更
等

を
行

っ
た

場
合

等
の

注
記

に
つ

い
て

は
、

本
案

と
同

様
の

規
制

内
容

と
す

る
。

そ
の

た
め

、
す

べ
て

の
開

示
規

制
対

象
企

業
に

対
し

て
開

示
を

求
め

る
こ

と
か

ら
、

シ
ス

テ
ム

対
応

や
財

務
諸

表
作

成
の

た
め

の
費

用
が

発
生

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

。
ま

た
、

包
括

利
益

の
表

示
に

つ
い

て
は

、
本

案
と

は
異

な
り

、
会

計
基

準
等

で
は

求
め

ら
れ

て
い

な
い

「
個

別
財

務
諸

表
に

お
け

る
包

括
利

益
の

表
示

」
に

つ
い

て
も

求
め

る
こ

と
か

ら
、

会
計

基
準

等
よ

り
も

包
括

利
益

の
表

示
を

求
め

る
企

業
の

対
象

が
広

が
る

こ
と

に
な

り
、

本
案

よ
り

も
費

用
発

生
す

る
企

業
が

増
加

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

。

本
案

と
同

様
。

関
係

者
の

コ
ン

セ
ン

サ
ス

が
得

ら
れ

な
い

ま
ま

、
会

計
基

準
を

オ
ー

バ
ー

ラ
イ

ド
す

る
こ

と
は

、
今

後
の

国
際

会
計

基
準

（
IF

R
S
）
と

の
コ

ン
バ

ー
ジ

ェ
ン

ス
や

ア
ド

プ
シ

ョ
ン

の
議

論
に

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

た
め

、
社

会
的

混
乱

を
招

く
等

の
社

会
的

費
用

が
発

生
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

財
務

諸
表

利
用

者
に

対
し

て
、

連
結

財
務

諸
表

に
加

え
て

個
別

財
務

諸
表

に
お

け
る

包
括

利
益

に
関

す
る

情
報

及
び

個
別

財
務

諸
表

し
か

作
成

し
て

い
な

い
企

業
の

包
括

利
益

に
関

す
る

情
報

が
提

供
さ

れ
る

。
そ

の
結

果
、

財
務

諸
表

利
用

者
は

、
個

別
財

務
諸

表
に

お
け

る
包

括
利

益
に

関
す

る
情

報
を

投
資

判
断

の
有

用
な

情
報

と
し

て
活

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

代
替

案
の

場
合

規
制

の
便

益

比
較

情
報

の
記

載
や

会
計

方
針

の
変

更
等

を
行

っ
た

場
合

等
の

注
記

に
つ

い
て

は
、

す
べ

て
の

開
示

規
制

対
象

企
業

に
対

し
て

開
示

を
求

め
る

こ
と

か
ら

、
シ

ス
テ

ム
対

応
や

財
務

諸
表

作
成

の
た

め
の

費
用

が
発

生
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
。

ま
た

、
包

括
利

益
の

表
示

に
つ

い
て

は
、

連
結

財
務

諸
表

作
成

企
業

に
限

っ
て

開
示

を
求

め
る

こ
と

か
ら

、
連

結
財

務
諸

表
作

成
企

業
に

お
い

て
の

み
、

包
括

利
益

の
表

示
を

行
う

た
め

の
シ

ス
テ

ム
対

応
や

財
務

諸
表

作
成

の
た

め
の

費
用

が
発

生
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
。

連
結

財
務

諸
表

規
則

等
の

改
正

に
よ

り
作

成
・
表

示
さ

れ
る

項
目

が
増

加
す

る
た

め
、

有
価

証
券

報
告

書
等

の
法

定
開

示
書

類
の

審
査

等
に

か
か

る
必

要
な

事
務

コ
ス

ト
が

発
生

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

。

新
た

な
費

用
は

発
生

し
な

い
。

国
際

的
な

会
計

基
準

と
の

整
合

性
が

図
ら

れ
た

会
計

基
準

等
を

連
結

財
務

諸
表

等
に

反
映

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
国

際
社

会
か

ら
の

我
が

国
資

本
市

場
へ

の
信

頼
性

の
向

上
、

企
業

の
国

際
的

競
争

力
の

強
化

、
国

際
的

な
会

計
基

準
に

よ
る

財
務

書
類

の
比

較
可

能
性

の
向

上
等

に
資

す
る

と
考

え
ら

れ
る

。

便
益

の
要

素

備
考

レ
ビ

ュ
ー

を
行

う
時

期
又

は
条

件

有
識

者
の

見
解

そ
の

他
関

連
事

項

政
策

評
価

の
結

果
（
費

用
と

便
益

の
関

係
の

分
析

等
）

規
制

の
事

前
評

価
書

規
制

の
費

用

規
制

の
目

的
、

内
容

及
び

必
要

性
等

評
価

実
施

時
期

政
策

の
名

称

【
目

的
及

び
必

要
性

】
国

際
的

な
会

計
基

準
に

お
け

る
動

向
等

を
受

け
て

、
企

業
会

計
基

準
委

員
会

（
以

下
、

「
A

S
B

J
」
と

い
う

。
）
よ

り
「
会

計
上

の
変

更
及

び
誤

謬
の

訂
正

に
関

す
る

会
計

基
準

」
、

「
包

括
利

益
の

表
示

に
関

す
る

会
計

基
準

」
等

（
以

下
、

「
会

計
基

準
等

」
と

い
う

。
）
が

公
表

さ
れ

た
こ

と
を

踏
ま

え
、

連
結

財
務

諸
表

の
用

語
、

様
式

及
び

作
成

方
法

に
関

す
る

規
則

（
以

下
、

「
連

結
財

務
諸

表
規

則
」
と

い
う

。
）
等

の
一

部
改

正
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

【
内

容
】

１
．

「
会

計
上

の
変

更
及

び
誤

謬
の

訂
正

に
関

す
る

会
計

基
準

」
等

の
公

表
を

踏
ま

え
た

改
正

当
事

業
年

度
に

係
る

財
務

諸
表

に
、

当
事

業
年

度
の

財
務

諸
表

に
記

載
さ

れ
た

事
項

に
対

応
す

る
前

事
業

年
度

に
係

る
事

項
（
比

較
情

報
）
を

記
載

す
る

こ
と

と
す

る
。

会
計

方
針

の
変

更
を

行
っ

た
場

合
に

、
変

更
後

の
会

計
方

針
を

前
期

に
適

用
し

た
と

仮
定

し
て

、
そ

の
影

響
額

等
を

記
載

す
る

こ
と

と
す

る
。

２
．

「
包

括
利

益
の

表
示

に
関

す
る

会
計

基
準

」
等

の
公

表
を

踏
ま

え
た

改
正

連
結

財
務

諸
表

に
限

定
し

て
、

包
括

利
益

を
表

示
す

る
こ

と
と

す
る

。
包

括
利

益
を

表
示

す
る

た
め

、
「
連

結
損

益
計

算
書

」
及

び
「
連

結
包

括
利

益
計

算
書

」
を

そ
れ

ぞ
れ

表
示

す
る

形
式

（
２

計
算

書
方

式
）
と

、
「
連

結
損

益
及

び
包

括
利

益
計

算
書

」
と

し
て

表
示

す
る

形
式

（
１

計
算

書
方

式
）
の

ど
ち

ら
か

を
選

択
で

き
る

こ
と

と
す

る
。
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規制の事前評価書 

 

１．政策の名称 

  証券会社の連結規制・監督に係る総資産基準額の規定 

 

２．担当部局 

  金融庁総務企画局市場課 

 

３．評価実施時期 

  平成 22 年 10 月 22 日 

 

４．規制の目的、内容及び必要性 

⑴ 現状及び問題点、規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

 ① 現状 

証券会社（第一種金融商品取引業者）については、投資者保護及び市

場の公正性・透明性を確保する観点から、市場仲介者としての業務運営

の適切性の確保や顧客資産の適正管理等を図るために必要なものとして、

証券会社に対する単体ベースの規制・監督が基本となっている。 

 

  ② 問題点 

証券会社の組織の巨大化・複雑化（グループ化）が進み、当局による

グループ全体の経営管理状況やリスク状況の把握が困難な場合も存在す

るようになってきている。そのため、大規模な証券会社がグループ一体

として金融業務を行っている場合に、当該証券会社がグループ内の会社

からもたらされる財務・業務上の問題等によって突然の破綻等に至るこ

とで、証券会社の市場仲介機能が不全に陥り、広範な投資者に悪影響が

及び、ひいては金融システムへの悪影響が及ぶことが懸念される。 

 

  ③ 規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

上記の問題に対応し、金融システムの安定に資するため、金融商品取

引法等の一部を改正する法律（平成 22 年法律第 32 号）において、現行

の単体ベースの規制・監督ではその業務やリスク等の全体像の把握が困

難な証券会社について、連結自己資本規制等、連結ベースの規制・監督

が導入されることに伴い、その対象となる証券会社の総資産基準額を規

定する必要がある。 

 

⑵ 法令の名称、関連条項とその内容 

    金融商品取引法施行令第 17 条の２の２ 

 

⑶ 規制の新設又は改廃の内容 

   証券会社の連結規制・監督に係る総資産基準額を１兆円とする。 

 

５．想定される代替案 
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 ⑴ 代替案１ 

証券会社の連結規制・監督に係る総資産基準額を 10 兆円とする。 

  

⑵ 代替案２ 

   証券会社の連結規制・監督に係る総資産基準額を 1,000 億円とする。 

 

６．規制の費用（代替案における費用も含む。） 

⑴ 遵守費用 

  ① 本案 

総資産の額が１兆円を超える証券会社について、連結事業報告書等の

作成・届出、連結自己資本規制比率の算定等に伴う費用が発生する。 

 

  ② 代替案１ 

総資産の額が 10 兆円を超える証券会社について、連結事業報告書等の

作成・届出、連結自己資本規制比率の算定等に伴う費用が発生する。 

 

  ③ 代替案２ 

    総資産の額が 1,000 億円を超える証券会社について、連結事業報告書

等の作成・届出、連結自己資本規制比率の算定等に伴う費用が発生する。 

 

⑵ 行政費用 

① 本案 

総資産の額が１兆円を超える証券会社に係る届出書の受理等に伴う費

用が発生する。また、当該証券会社に対する早期是正措置等に伴う監督

上の費用が発生する。 

 

   ② 代替案１ 

総資産の額が10兆円を超える証券会社に係る届出書の受理等に伴う費

用が発生する。また、当該証券会社に対する早期是正措置等に伴う監督

上の費用が発生する。 

 

  ③ 代替案２ 

    総資産の額が 1,000 億円を超える証券会社に係る届出書の受理等に伴

う費用が発生する。また、当該証券会社に対する早期是正措置等に伴う

監督上の費用が発生する。 

 

⑶ その他の社会的費用 

① 本案 

新たな費用は発生しない。 

 

  ② 代替案１ 

新たな費用は発生しない。 

 

金融10

- 137 -

011927
長方形



   

  ③ 代替案２ 

    新たな費用は発生しない。 

 

７．規制の便益（代替案における便益も含む。） 

⑴ 本案 

連結規制・監督の対象となる証券会社の総資産基準額を１兆円とするこ

とにより、国内証券会社の累計総資産額の９割以上を保有する証券会社が

属するグループ内の会社からもたらされる財務・業務上の問題等を当局が

事前に把握し、早期に適切な対応を図ることが可能となり、ひいては金融

システムの安定に資すると考えられる。 

 

 ⑵ 代替案１ 

連結規制・監督の対象となる証券会社の総資産基準額を 10 兆円とするこ

とにより、国内証券会社の累計総資産額の５割程度を保有する証券会社が

属するグループ内の会社からもたらされる財務・業務上の問題等を当局が

事前に把握し、早期に適切な対応を図ることが可能となり、ひいては金融

システムの安定に資すると考えられる。 

 

 ⑶ 代替案２ 

   連結規制・監督の対象となる証券会社の総資産基準額を 1,000 億円とす

ることにより、国内証券会社の累計総資産額の９割以上（本案を若干上回

る程度）を保有する証券会社が属するグループ内の会社からもたらされる

財務・業務上の問題等を当局が事前に把握し、早期に適切な対応を図るこ

とが可能となり、ひいては金融システムの安定に資すると考えられる。 

 

８．政策評価の結果（費用と便益の関係の分析等） 

⑴ 費用と便益の関係の分析 

   本案については、今般の改正により、遵守費用及び行政費用が発生する

こととなる一方、国内証券会社の累計総資産額の９割以上を保有する証券

会社に対する規制の充実が図られる。 

   こうした便益の増加というプラスの効果は、金融システムの安定に資す

るものであり、新たな費用の発生というマイナスの効果を上回るものと考

えられる。 

 

⑵ 代替案１との比較 

    代替案１については、遵守費用及び行政費用において本案を下回るもの

と考えられる。 

    しかしながら、代替案１においては、国内証券会社の累計総資産額の５

割程度を保有する証券会社に対する規制の充実が図られるのに対して、本

案においては、国内証券会社の累計総資産額の９割以上を保有する証券会

社に対する規制の充実が図られるものであり、金融システムの安定に資す

るという便益の効果は本案と比較して限定的なものになると考えられる。 
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  ⑶ 代替案２との比較 

    代替案２については、本案に比べ、規制の対象となる証券会社の数が増

加する（2010 年７月末時点で、本案の倍程度になる）ことから、遵守費用

及び行政費用において本案を上回るものと考えられる。 

しかしながら、代替案２においては、国内証券会社の累計総資産額の９

割以上（本案を若干上回る程度）を保有する証券会社に対する規制の充実

が図られるものであり、金融システムの安定に資するという便益の効果は

本案と大差がないと考えられる。 

     

したがって、これらを総合的に勘案すると、本案による改正が適当である

と考えられる。 

 

９．有識者の見解その他関連事項 

金融審議会金融分科会基本問題懇談会報告「今次の金融危機を踏まえた我

が国金融システムの構築」（平成 21 年 12 月９日）において、「現在、第一種

金融商品取引業を行う金融商品取引業者のうち、国際的に活動するグループ

については、監督上の措置としてグループ全体での財務状況の把握等が行わ

れているところであるが、（中略）一定の基準を満たす業者に対して、制度上

明確に手当てされた連結ベースの規制・監督等を導入することについて検討

が必要である。」とされている。  

 

10．レビューを行う時期又は条件 

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行後５年以内に、改正後の規

定の実施状況について検討を加え、必要があると認められるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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規制の事前評価書 

 

１．政策の名称 

  デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等の見直し 

 

２．担当部局 

  金融庁総務企画局市場課 

 

３．評価実施時期 

  平成 22 年 10 月 22 日 

 

４．規制の目的、内容及び必要性 

⑴ 現状及び問題点、規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

 ① 現状 

店頭金融先物取引（店頭ＦＸ取引等）について、不招請勧誘の禁止の

対象となっている。 

 

② 問題点 

個人向け店頭デリバティブ取引については、業者が自由に商品内容を

設計でき、価格の透明性も低く、投資者被害が発生しやすい。 

 

  ③ 規制の新設又は改廃の目的及び必要性 

上記問題に対応するため、個人向け店頭デリバティブ取引を不招請勧

誘の禁止の対象とすることが必要である。 

 

⑵ 法令の名称、関連条項とその内容 

金融商品取引法施行令第 16 条の４、金融商品取引業等に関する内閣府令

第 116 条 

 

⑶ 規制の新設又は改廃の内容 

個人向けの店頭デリバティブ取引の全般について、不招請勧誘の禁止の

対象とする(不招請勧誘規制の対象は、再勧誘の禁止・勧誘受託意思確認義

務等の対象になるため、これらの規制の範囲も拡大）。 

 

５．想定される代替案 

  個人向けの金融商品取引全般に対し、不招請勧誘規制を導入する。 

 

６．規制の費用（代替案における費用も含む。） 

⑴ 遵守費用 

  ① 本案 

個人向けの店頭デリバティブ取引を扱う金融商品取引業者等において、

当該取引に係る不招請勧誘の禁止に対応するための費用（社内規則の整

備、研修等による周知徹底を図るための費用等）が発生する。 
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  ② 代替案 

    金融商品取引業者等において、個人向けの金融商品取引全般について

不招請勧誘の禁止に対応するための費用（社内規則の整備、研修等によ

る周知徹底を図るための費用等）が発生する。これに加え、金融商品取

引業者等は、個人向けの金融商品取引全般について勧誘の要請がない場

合に電話・訪問による勧誘ができないこととなるために、その収益機会

が大幅に制限されることになる。 

 

⑵ 行政費用 

① 本案 

個人向けの店頭デリバティブ取引について、当該取引を扱う金融商品

取引業者等における不招請勧誘の禁止の遵守状況を確認するための検

査・監督に伴う費用が発生する。 

 

   ② 代替案 

    個人向けの金融商品取引全般について、金融商品取引業者等における

不招請勧誘の禁止の遵守状況を確認するための検査・監督に伴う費用が

発生する。 

 

⑶ その他の社会的費用 

① 本案 

個人向けの店頭デリバティブ取引に関して、金融商品取引業者等の営

業の自由が制限され、また、顧客の立場から見ても、個人向けの店頭デ

リバティブ取引に関する情報の入手方法が制限される。 

 

  ② 代替案 

金融商品取引業者等の営業の自由を著しく制限することとなり、顧客

の立場から見ても、個人向けの金融商品取引全般に関する情報入手方法

が制限される。また、これにより、我が国企業の資金調達の機会が減少

し、我が国企業の円滑な資金調達にも支障が生じ得る。 

 

７．規制の便益（代替案における便益も含む。） 

⑴ 本案 

個人向けの店頭デリバティブ取引が不招請勧誘の禁止の対象となること

により、個人が高リスクの取引であることを理解しないままに取引を行う

ことを予防し得る効果があるほか、その結果として、不測の投資損失を回

避させることにも繋がり得るという点で顧客保護の充実が図られる。 

 

 ⑵ 代替案 

個人向けの金融商品取引全般が不招請勧誘の禁止の対象となることによ

り、高リスクの取引であることを理解しないままに取引を行うことを予防

し得る効果があるほか、その結果として、不測の投資損失を回避させるこ
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とにも繋がり得るという点で顧客保護の充実が図られる。 

 

８．政策評価の結果（費用と便益の関係の分析等） 

⑴ 費用と便益の関係の分析 

   本案については、今般の改正により、遵守費用、行政費用及び社会的費

用が新たに発生することとなる。 

   一方、個人向けの店頭デリバティブ取引を不招請勧誘の禁止の対象とす

れば、高リスクの取引であることを理解しないままに取引を行うことを予

防し得る効果があるため、顧客保護の充実に資することとなり、当該便益

の増加というプラスの効果は、新たな費用の発生等マイナスの効果を上回

るものと考えられる。 

 

⑵ 代替案との比較 

代替案については、本案を上回る規制の便益が見込まれるものの、本案

を上回る遵守費用、行政費用及び社会的費用の発生が見込まれる。 

特に、社会的費用については、金融商品取引業者等の営業の自由が著し

く制限されるとともに、顧客の立場から見ても、個人向けの金融商品取引

全般に関する情報の入手方法が制限される。また、これにより、我が国企

業の資金調達の機会が減少し、我が国企業の円滑な資金調達にも支障が生

じ得る。このため、我が国金融サービスの発展や我が国経済の発展に多大

なマイナスの影響が発生することが見込まれる。 

   したがって、これらを総合的に勘案すると、本案による改正が適当であ

ると考える。 

 

９．有識者の見解その他関連事項 

特になし 

 

10．レビューを行う時期又は条件 

改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認められると

きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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